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変更前 変更後 

取引所株価指数証拠金取引説明書 

2015 年 12 月制定 

2021 年 3 月最終改訂 

株式会社マネースクエア 

金融商品取引業者関東財務局長(金商)第 2797 号 

 

（省略） 

 

(3)決済時の金銭の授受 

取引所株価指数証拠金取引の建玉の決済を行った場合は、次の計算式により算出し

た金額が証拠金預託額に加算又は減算され、上記「(2)証拠金 ⑥証拠金の引出し」に

従って、現金の引出しを行うことができます。 

① 日経 225 リセット付証拠金取引、DAX®リセット付証拠金取引、FTSE100 リセット付

証拠金取引、金 ETF リセット付証拠金取引及び原油 ETF リセット付証拠金取引の場合 

・｛約定価格差※×100（円）＋累計金利相当額及び累計配当相当額｝×取引数量 

② NY ダウリセット付証拠金取引 

・｛約定価格差※×10（円）＋累計金利相当額及び累計配当相当額｝×取引数量 

※約定価格差とは、転売・買戻しに係る約定価格と当該転売・買戻しの対象となった買

付取引又は売付取引に係る約定価格との差（利益が発生する場合にはプラス、損失が

発生する場合にはマイナスとなります。）をいいます。 

 

（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

取引所株価指数証拠金取引説明書 

2015 年 12 月制定 

2022 年 2 月最終改訂 

株式会社マネースクエア 

金融商品取引業者関東財務局長(金商)第 2797 号 

 

（現行通り） 

 

(3)決済時の金銭の授受 

取引所株価指数証拠金取引の建玉の決済を行った場合は、次の計算式により算出し

た金額が証拠金預託額に加算又は減算され、上記「(2)証拠金 ⑥証拠金の引出し」に

従って、現金の引出しを行うことができます。 

① 日経 225 リセット付証拠金取引、DAX®リセット付証拠金取引、FTSE100 リセット付

証拠金取引、金 ETF リセット付証拠金取引及び原油 ETF リセット付証拠金取引の場合 

・｛約定価格差※×100（円）＋累計金利相当額及び累計配当相当額｝×取引数量 

② NY ダウリセット付証拠金取引、NASDAQ-100 リセット付証拠金取引の場合 

・｛約定価格差※×10（円）＋累計金利相当額及び累計配当相当額｝×取引数量 

※約定価格差とは、転売・買戻しに係る約定価格と当該転売・買戻しの対象となった買

付取引又は売付取引に係る約定価格との差（利益が発生する場合にはプラス、損失が

発生する場合にはマイナスとなります。）をいいます。 

 

（現行通り） 
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変更前 変更後 

【別表】  
 

(1) 取引所株価指数証拠金取引の種類 

 

種類 
対 象 指 標
（※1） 

株価指数を構成す
る株式又は ETF を
上場する取引所名 

取引単位 
呼び値の 
最小変動
幅 

委託手数
料（※2） 

配当相
当額の
授受 

日経 225 リ
セ ッ ト 付 証
拠金取引 

日 経 平 均
株価 

東京証券取引
所 

日経平均株
価×100 円 

1 円（1
取 引 単
位 当 た
り 100
円） 

303 円 
（税込） 

あり 

DAX®リセッ
ト付証拠金
取引（※3） 

DAX® フランクフルト
証券取引所 

DAX®×100
円 

1 ポイン
ト （ 100
円） 

303 円 
（税込） 

なし 

FTSE100 リ
セ ッ ト 付 証
拠金取引 

FTSE100 イ
ンデックス 

ロンドン証券取
引所 

FTSE100 イ
ン デ ッ ク ス
×100 円 

1 ポイン
ト （ 100
円） 

303 円 
（税込） 

あり 

NY ダウリセ
ット付 証拠
金取引 

ダウ・ジョー
ンズ工業株
価平均（NY
ダウ） 

ニューヨーク証
券 取 引 所
（ NYSE ） 及 び
NASDAQ 

NY ダ ウ ×
10 円 

1 ポイン
ト （ 10
円） 

33 円 
（税込） 

あり 

（追加）  
 

     

金 ETF リセ
ット付 証拠
金取引 

SPDR ゴー
ルド・シェア
（ETF/証券
コ ー ド 
1326 ） （ ※
4） 

東京証券取引
所 

SPDR ゴー
ルド・シェア
（ETF）の基
準 価 額 ×
100 円 

1 ポイン
ト （ 100
円） 

303 円 
（税込） 

なし 

原油 ETF リ
セ ッ ト 付 証
拠金取引 

WTI 原油価
格 連 動 型
上 場 投 信
（ETF/証券
コ ー ド 
1671 ） （ ※
5） 

東京証券取引
所 

WTI 原油価
格連動型上
場 投 信
（ETF）の基
準 価 額 ×
100 円 

1 ポイン
ト （ 100
円） 

303 円 
（税込） 

なし 

 

【別表】  
 

(1) 取引所株価指数証拠金取引の種類 

 

種類 
対 象 指 標
（※1） 

株価指数を構成す
る株式又は ETF を
上場する取引所名 

取引単位 
呼び値の 
最小変動
幅 

委託手数
料（※2） 

配当相
当額の
授受 

日経 225 リ
セ ッ ト 付 証
拠金取引 

日 経 平 均
株価 

東京証券取引
所 

日経平均株
価×100 円 

1 円（1
取 引 単
位 当 た
り 100
円） 

303 円 
（税込） 

あり 

DAX®リセッ
ト付証拠金
取引（※3） 

DAX® フランクフルト
証券取引所 

DAX®×100
円 

1 ポイン
ト （ 100
円） 

303 円 
（税込） 

なし 

FTSE100 リ
セ ッ ト 付 証
拠金取引 

FTSE100 イ
ンデックス 

ロンドン証券取
引所 

FTSE100 イ
ン デ ッ ク ス
×100 円 

1 ポイン
ト （ 100
円） 

303 円 
（税込） 

あり 

NY ダウリセ
ット付 証拠
金取引 

ダウ・ジョー
ンズ工業株
価平均（NY
ダウ） 

ニューヨーク証
券 取 引 所
（ NYSE ） 及 び
NASDAQ 

NY ダ ウ ×
10 円 

1 ポイン
ト （ 10
円） 

33 円 
（税込） 

あり 

NASDAQ-
100 リ セ ッ
ト付証拠金
取引 

Nasdaq-
100 Index® 

NASDAQ NASDAQ-
100 Index×
10 円 

1 ポイン
ト （ 10
円） 

33 円 
（税込） 

あり 

金 ETF リセ
ット付 証拠
金取引 

SPDR ゴー
ルド・シェア
（ETF/証券
コ ー ド 
1326 ） （ ※
4） 

東京証券取引
所 

SPDR ゴー
ルド・シェア
（ETF）の基
準 価 額 ×
100 円 

1 ポイン
ト （ 100
円） 

303 円 
（税込） 

なし 

原油 ETF リ
セ ッ ト 付 証
拠金取引 

WTI 原油価
格 連 動 型
上 場 投 信
（ETF/証券
コ ー ド 
1671 ） （ ※
5） 

東京証券取引
所 

WTI 原油価
格連動型上
場 投 信
（ETF）の基
準 価 額 ×
100 円 

1 ポイン
ト （ 100
円） 

303 円 
（税込） 

なし 
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変更前 変更後 

（省略） 

 

(2)取引開始日等 

 

種類 取引開始日 取引最終日 リセット日 

日経225リセット付証拠金
取引 

毎年 9 月第
2 金曜日の
翌取引日 

リセット日の
前取引日 

取引を開始した年の翌年
12 月第 2 金曜日 

DAX®リセット付証拠金取引 
FTSE100 リセット付証拠金
取引 
NY ダウリセット付証拠金取
引 
（追加） 
 
金 ETF リセット付証拠金取
引 
原油 ETF リセット付証拠金
取引 

毎年 9 月第
2 金曜日の
翌取引日 

取引 を 開始
し た 年 の 翌
年 12 月第 3
金曜日の前
取引日 

取引を開始した年の翌年
12 月第 3 金曜日の翌取引
日 

 

(3)リセット値の決定方法 

 

種類 決定方法（※） 

日経 225 リセット付証拠金取引 株式会社大阪取引所に上場される日経平均株価を
原資産とする先物（リセットが行われる年の 12 月に
満期を迎える銘柄）の特別清算数値の小数点以下
を四捨五入した数値 

DAX®リセット付証拠金取引 Eurex Exchange に上場される DAX®を原資産とする
先物（リセットが行われる年の 12 月に満期を迎える
銘柄）の最終清算数値の小数点以下を四捨五入し
た数値 

FTSE100 リセット付証拠金取引 ICE Futures Europe に上場される FTSE100 を原資
産とする先物（リセットが行われる年の 12 月に満期
を迎える銘柄）の最終清算数値の小数点以下を四
捨五入した数値 

（現行通り） 

 

(2)取引開始日等 

 

種類 取引開始日 取引最終日 リセット日 

日経225リセット付証拠金
取引 

毎年 9 月第
2 金曜日の
翌取引日 

リセット日の
前取引日 

取引を開始した年の翌年
12 月第 2 金曜日 

DAX®リセット付証拠金取引 
FTSE100 リセット付証拠金
取引 
NY ダウリセット付証拠金取
引 
NASDAQ-100 リセット付証
拠金取引 
金 ETF リセット付証拠金取
引 
原油 ETF リセット付証拠金
取引 

毎年 9 月第
2 金曜日の
翌取引日 

取引 を 開始
し た 年 の 翌
年 12 月第 3
金曜日の前
取引日 

取引を開始した年の翌年
12 月第 3 金曜日の翌取引
日 

 

(3)リセット値の決定方法 

 

種類 決定方法（※） 

日経 225 リセット付証拠金取引 株式会社大阪取引所に上場される日経平均株価を
原資産とする先物（リセットが行われる年の 12 月に
満期を迎える銘柄）の特別清算数値の小数点以下
を四捨五入した数値 

DAX®リセット付証拠金取引 Eurex Exchange に上場される DAX®を原資産とする
先物（リセットが行われる年の 12 月に満期を迎える
銘柄）の最終清算数値の小数点以下を四捨五入し
た数値 

FTSE100 リセット付証拠金取引 ICE Futures Europe に上場される FTSE100 を原資
産とする先物（リセットが行われる年の 12 月に満期
を迎える銘柄）の最終清算数値の小数点以下を四
捨五入した数値 
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変更前 変更後 

NY ダウリセット付証拠金取引 Chicago Board of Trade に上場される NY ダウを原
資産とする先物（リセットが行われる年の 12 月に満
期を迎える銘柄）の最終清算数値の小数点以下を
四捨五入した数値 

（追加）  

金 ETF リセット付証拠金取引 World Gold Trust Services LLC が公表する取引対
象の ETF（SPDR®ゴールド・シェア）の、取引最終日
の翌日における基準価額 

原油 ETF リセット付証拠金取引 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社が公表
する取引対象の ETF（WTI 原油価格連動型上場投
信）の、取引最終日の翌日における基準価額 

 

※ 取引所が上記の値を適正でないと判断したときは、取引所がリセット値を定める
場合があります。 

 

(4) 各株価指数に関する記載事項 

日経平均株価（日経 225）：～ダウ・ジョーンズ工業株価平均（NY ダウ）：（省略） 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NY ダウリセット付証拠金取引 Chicago Board of Trade に上場される NY ダウを原
資産とする先物（リセットが行われる年の 12 月に満
期を迎える銘柄）の最終清算数値の小数点以下を
四捨五入した数値 

NASDAQ-100 リセット付証拠金
取引 

 

Chicago Mercantile of Exchange に 上 場 さ れ る
NASDAQ-100 を原資産とする先物（リセットが行わ
れる年の 12 月に満期を迎える銘柄）の最終清算数
値の小数点以下を四捨五入した数値 

金 ETF リセット付証拠金取引 World Gold Trust Services LLC が公表する取引対
象の ETF（SPDR®ゴールド・シェア）の、取引最終日
の翌日における基準価額 

原油 ETF リセット付証拠金取引 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社が公表
する取引対象の ETF（WTI 原油価格連動型上場投
信）の、取引最終日の翌日における基準価額 

 

※ 取引所が上記の値を適正でないと判断したときは、取引所がリセット値を定める
場合があります。 

 

(4) 各株価指数に関する記載事項 

日経平均株価（日経 225）：～ダウ・ジョーンズ工業株価平均（NY ダウ）：（現行通り） 

 

NASDAQ-100： 

NASDAQ-100 リセット付証拠金取引（以下「本件取引」といいます。）は、Nasdaq, Inc.

及びその関連会社（以下「Nasdaq」といいます。）がスポンサーとなり、推奨し、販売また

は宣伝しているものではありません。Nasdaq は、本件取引の合法・適法性、または本

件取引に関する説明や開示の正確性や妥当性について何ら関知するものではありま

せん。 

Nasdaq は、本件取引を行う投資者や一般の方々に対して、有価証券への投資や、特

に本件取引への投資を推奨したり、または Nasdaq-100 Index®が一般的な株式市場

のパフォーマンスに追従するものであることを、明示的にも黙示的にも表明・保証しま

せん。株式会社東京金融取引所（以下「金融取」といいます。）に対する Nasdaq の唯

一の関係は、Nasdaq®、Nasdaq-100 Index®、Nasdaq-100®、NDX、その他の Nasdaq 

の特定の商号の使用と、金融取または本件取引に関係なく Nasdaq によって決定、構

成および計算される Nasdaq-100 Index®の使用に係るライセンス供与のみです。
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変更前 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAX®： （以降省略） 

 

 

Nasdaq は、Nasdaq-100 Index®の決定、構成または計算において、金融取（及びその

取引参加者）または本件取引を行う投資者のニーズを考慮する義務はありません。

Nasdaq は、金融取の開設する市場に上場される本件取引について、その時期や、価

格、数量・取引単位の決定、または本件取引の決済方法等の決定または計算に責任

を負わず、何らの関与もしていません。Nasdaq は、本件取引の運用管理、マーケティ

ング又は取引に関して一切の責任を負いません。 

Nasdaqは、Nasdaq-100 Index®またはそれに含まれるデータが正確であることおよび計

算が中断されないことを保証するものではありません。Nasdaq は、Nasdaq-100 Index®

またはそれに含まれるデータの使用により、金融取（及びその取引参加者）、本件取引

を行う投資者、またはその他の個人や団体が得る結果について、明示または黙示を問

わず、いかなる保証も行いません。Nasdaq は、Nasdaq-100 Index®またはそれに含ま

れるデータに関して、明示的または黙示的な保証を行わず、商品性または特定の目的

や用途への適合性に関するいかなる保証も明示的に放棄します。上記を制限すること

なく、たとえ損害の可能性を知らされていたとしても、Nasdaq は、逸失利益、特別損

害、偶発的損害、懲罰的損害、間接的損害または結果的損害について一切の責任を

負いません。 

 

DAX®： （以降現行通り） 

 

 

 


